
 危険物を取扱う事業所に対し自主保安体制の確立を呼びかけるとともに、住

民の危険物に対する意識の高揚と啓発を図ることを目的として毎年６月の第２

週に実施しています。 

実施期間 

 令和７年６月８日（日曜日）から６月14日（土曜日）まで 

危険物事故 

 令和６年中の危険物に係る火災事故及び流出事故は全国で 753 件 

（消防庁公表） 

当管内でも過去に、ガソリンスタンドでステンレス製の容器にガソリンを入

れようとしたところ、静電気により引火した火災が発生しました。   

ガソリンは、非常に引火しやすい危険物なので、給油の際は、決まりを守り、

取扱いに十分注意するようお願いします。 

家庭での危険物 

 暮らしの身近にも危険物はあります。これらのものは、火災を発生させる危

険性が非常に高いため取り扱いには注意しましょう。 

public_leaflet_2405.pdf (意外と身近に、危険物) 

期間中の当消防組合の各種行事 

・研修会の開催 

・消防訓練の実施 

・職員による危険物に関するポスター・パンフレットの配布 

・啓発、広報活動 

この機会を捉え、危険物の貯蔵、取扱い方法、管理体制などの保安体制につ

いて今一度確認のうえ、危険物に関する事故防止に努めるようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度危険物安全週間について 

https://www.zenkikyo.or.jp/znk-w/wp-content/uploads/2025/04/public_leaflet_2405.pdf


令和７年度「危険物安全週間推進標語」 

 

 


